
高齢者保健福祉計画と介護保険事業支援計画

高齢者保健福祉計画

介護保険事業支援計画

１．作成理由

高齢者保健福祉計画

介護保険事業支援計画
【国】介護保険事業の基本指針

（介護保険法第116条）

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の構築に向けて、
基本的な政策目標と具体的な高齢者福祉施策を明らかにし、
施策を計画的に推進する

２．根拠法

老人福祉法第20条の９、計画期間の定めはなし

１．作成理由

市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援を図る

２．根拠法

介護保険法第118条、計画期間は１期３年

「介護保険事業支援計画」は、国が定める基本指針の内容を踏まえて作成するものとされている。
第９期（令和6年～令和8年）の基本指針は、令和６年１月に示される予定。

高齢者保健福祉サービス全般に関する計画

介護保険事業の支援に関する計画

資料１



整合性

調和

計画の位置づけ

「富山県高齢者保健福祉計画」は、富山県民福祉条例第12条の規定により、
「富山県民福祉基本計画」の個別計画の１つとして位置づけられている。

富山県総合計画 元気とやま創造計画
（平成30年度～令和８年度）

富山県民福祉基本計画（第２次改定版）
(平成30年度～令和４年度) 富山県福祉条例第11条の「基本計画」

富山県高齢者保健福祉計画
第８期介護保険事業支援計画
（令和３年度～令和５年度）

富山県福祉条例第12条の「個別計画」の１つ

現在、第２次（H30～R４）から
第３次（R５～R９）へ改定作業中

市町村高齢者福祉計画

市町村介護保険事業計画

市町村

整合性

「安心とやま」部門

個別計画

富山県医療計画（第７次）（平成30年度～令和５年度）

医療介護総合確保促進法に基づく県計画

富山県健康増進計画（第２次）（平成25年度～令和４年度）

富山県第６期障害福祉計画（令和３年度～令和５年度）

第３期富山県医療費適正化計画（平成30年度～令和５年度）

富山県住まい・まちづくり計画
（高齢者居住安定確保計画）（令和３年度～令和12年度）

富山県地域防災計画（各種災害編）

富山県新型インフルエンザ等行動計画

整合性

調和

【政策体系】
活力とやま、未来とやま、安心とやま



国の基本指針の概要（１）

基本的記載事項（５項目：項目数は七期から変更なし）

①高齢者福祉圏域（老人福祉圏域）

指針には、介護保険事業支援計画の基本的記載事項と任意的記載事項が示されている。

②各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

③市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、
要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減
若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定

④高齢者福祉圏域（老人福祉圏域）を単位とする広域的調整

⑤市町村介護保険事業計画との整合性の確保

⇒富山県は４つ圏域（新川圏域、富山県域、高岡圏域、砺波圏域）を設けている。
県医療計画の「二次医療圏」、県障害者計画の「障害保健福祉圏域」と一致。

⇒将来の介護サービス量を算出するにあたり、圏域を単位として、広域的な調整を図ることとされている。

⇒市町村計画と県計画における将来の介護サービス量の数値が一致するよう、調整することとされている。

補足



国の基本指針の概要（２）

任意的記載事項（１０項目：七期から４項目追加）

①地域包括ケアシステム構築のための支援に関する事項

②介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項

③地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上
に資する事業に関する事項

④介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項

⑤認知症施策の推進

⑥特定施設入居者生活介護の指定を受けていない
有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入居定員総数

⑦介護サービス情報の公表に関する事項

⑧療養病床の円滑な転換を図るための事業に関する事項

⑨災害に対する備えの検討

⑩感染症に対する備えの検討

・・・【八期から新たに追加】

・・・【八期から新たに追加】

・・・【八期から新たに追加】

・・・【八期から新たに追加】

補足


